
笠間市景観条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は，景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」とい

う。）及び笠間市景観条例（令和３年笠間市条例第２０号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 条例第２条第１項第６号の規則で定める行為は，笠間市開発事業指導

要綱（平成２１年笠間市告示第８７号）第３条第１項第３号に規定する行為

とする。

２ 前項に定めるもののほか，この規則において使用する用語は，法及び条例

において使用する用語の例による。

（事前協議）

第３条 条例第７条に規定する協議（以下「事前協議」という。）は，景観計

画区域内行為事前協議申出書（様式第１号）又は景観計画区域内行為変更事

前協議申出書（様式第２号）に，別表第 1 の左欄に掲げる行為の種類に応じ，

同表右欄に掲げる図書を添えて行うものとする。

２ 事前協議は，法第１６条第１項及び第２項の規定による届出の３０日前ま

でに行わなければならない。

３ 市長は，事前協議が終了したときは，事前協議結果通知書（様式第３号）

により，当該協議をした者に通知するものとする。

（景観計画区域内における行為の届出等）

第４条 条例第８条に規定する規則で定めるものは，次に掲げるものとする。

（１） 法第１６条第１項の規定による行為の届出は，景観計画区域内行為

届出書（様式第４号）によるものとする。

（２） 法第１６条第２項の規定による行為の変更の届出は，景観計画区域

内行為変更届出書（様式第５号）によるものとする。

（３） 法第１６条第５項後段の規定による行為の通知は，景観計画区域内

行為通知書（様式第６号）によるものとする。

２ 前項の届出書には，別表第１の左欄に掲げる行為の種類に応じて，同表右



欄に掲げる図書を添付しなければならない。

３ 市長は，前２項の図書のほか，必要があると認める図書の添付を求めるこ

とができる。

４ 第１項各号の届出及び通知は，当該行為に着手する日の３０日前までに行

わなければならない。

５ 市長は，第１項に規定する届出の内容が，良好な景観の形成に支障がない

と認めるときは，景観計画区域内行為適合通知書（様式第７号）により，当

該届出をした者に通知するものとする。

（勧告及び命令）

第５条 法第１６条第３項の規定による勧告は，景観計画区域内行為勧告書

（様式第８号）によるものとする。

２ 法第１７条第１項又は第５項の規定による命令は，特定届出対象行為命令

書（様式第９号）によるものとする。

（公表）

第６条 条例第１４条の規定による公表は，告示その他市長が適当と認める方

法により，次に掲げる事項について行うものとする。

（１） 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては，その名称及び代表者

の氏名並びに主たる事務所の所在地）

（２） 勧告を受けた対象行為の内容

（身分証明書）

第７条 法第１７条第８項に規定する身分を示す証明書は，身分証明書（様式

第１０号）とする。

（景観重要建造物の指定）

第８条 法第２１条第１項の規定による通知は，景観重要建造物指定通知書

（様式第１１号）によるものとする。

２ 法第２１条第２項の規定により設置する標識は，次に掲げる事項を記載す

るものとする。

（１） 指定番号及び指定年月日

（２） 景観重要建造物の名称

（景観重要建造物の管理の方法の基準）



第９条 条例第１５条第４項に規定する景観重要建造物の良好な景観の保全の

ため必要な管理の方法の基準は，次に掲げるとおりとする。

（１） 景観重要建造物の修繕は，原則として当該修繕前の外観を変更する

ことのないようにすること。

（２） 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

（３） 景観重要建造物の状況について定期的に点検し，景観重要建造物状

況点検結果報告書（様式第１２号）により，その結果を市長に報告するこ

と。

（景観重要建造物の現状変更の許可）

第１０条 法第２２条第１項に規定する許可を受けようとする者は，景観重要

建造物現状変更許可申請書（様式第１３号）に別表第２に掲げる図書を添え

て市長に申請しなければならない。

２ 市長は，前項の規定による申請を受けたときは，その内容を審査し，同項

の許可をしたときは，景観重要建造物現状変更許可通知書（様式第１４号）

により，同項の許可をしないこととしたときは，景観重要建造物現状変更不

許可通知書（様式第１５号）により，当該申請をした者に通知するものとす

る。

（景観重要建造物の指定の解除）

第１１条 法第２７条第３項の規定により準用する法第２１条第１項の通知は，

景観重要建造物指定解除通知書（様式第１６号）によるものとする。

（景観重要樹木の指定）

第１２条 法第３０条第１項の規定による通知は，景観重要樹木指定通知書

（様式第１７号）によるものとする。

２ 法第３０条第２項の規定により設置する標識は，次に掲げる事項を記載す

るものとする。

（１） 指定番号及び指定年月日

（２） 景観重要樹木の樹種

（景観重要樹木の管理の方法の基準）

第１３条 条例第１５条第４項に規定する景観重要樹木の管理の方法の基準は，

次に掲げるとおりとする。



（１） 景観重要樹木の良好な景観を保全するため，せん定その他の必要な

管理を行うこと。

（２） 景観重要樹木の滅失，枯死等を防ぐため，病害虫の駆除その他の措

置を行うこと。

（３） 景観重要樹木の状況について定期的に点検し，景観重要樹木状況点

検結果報告書（様式第１８号）により，その結果を市長に報告すること。

（景観重要樹木の現状変更の許可）

第１４条 法第３１条第１項に規定する許可を受けようとする者は，景観重要

樹木現状変更許可申請書（様式第１９号）に別表第２に掲げる図書を添えて

市長に申請しなければならない。

２ 市長は，前項の規定による申請を受けたときは，その内容を審査し，同項

の許可をしたときは，景観重要樹木現状変更許可通知書（様式第２０号）に

より，同項の許可をしないこととしたときは，景観重要樹木現状変更不許可

通知書（様式第２１号）により，当該申請をした者に通知するものとする。

（景観重要樹木の指定の解除）

第１５条 法第３５条第３項の規定により準用する法第３０条第１項の通知は，

景観重要樹木指定解除通知書（様式第２２号）によるものとする。

（景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出）

第１６条 法第４３条の規定による届出は，景観重要建造物所有者変更届出書

（様式第２３号）又は景観重要樹木所有者変更届出書（様式第２４号）によ

るものとする。

（審議会の会長及び副会長）

第１７条 条例第１６条の規定により設置する笠間市景観審議会（以下「審議

会」という。）に会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は，審議会の委員（以下「委員」という。）の互選により

これを定める。

３ 会長は，会務を総理し，審議会を代表する。

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたとき

は，その職務を代理する。

（審議会の会議）



第１８条 審議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集する。ただ

し，委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長が共に欠けたと

きの会議は，市長が招集する。

２ 会議の議長は，会長をもって充てる。

３ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。

４ 会議の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。

５ 会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者を会議に出席させて意

見を聴き，又は資料の提出を求めることができる。

６ 審議会の庶務は，都市計画課において処理する。

７ この規則に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が

審議会に諮って定める。

（補則）

第１９条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は，令和３年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 第３条及び第４条の規定による行為の届出等に関し，必要な手続その他の

行為については，この規則の施行前においても行うことができる。

別表第１（第３条，第４条関係）

行為の種類 添付図書

種類 明示すべき事項 備考

建築物（工作物）

の新築（新設），

増築，改築若しく

は移転，外観の過

完 成 予 定 図

（着色してあ

るもの）

（１）建築物又は工作物

及びその周辺状況

（２）マンセル表色系で

示した色彩

立面図により確

認できる場合は

不要



半を変更すること

となる修繕若しく

は模様替又は色彩

の変更

位置図 （１）方位，道路及び目

標となる地物

（２）行為地の場所

配置図 （１）方位及び縮尺

（２）敷地の形状及び寸

法

（３）敷地内における届

出等に係る建築物等の

位置

（４）届出等に係る建築

物等と他の建築物等と

の別

（５）敷地の接する道路

の位置及び幅員

（６）敷地の接する道路

から届出等に係る建築

物等との距離

（７）隣接する土地の利

用状況，用途等

（８）植栽樹木等の位

置・樹種・樹高及び本

数

（９）張り芝等の位置及

び面積

（１０）擁壁・垣・柵・

塀等の高さ及び長さ

新築，増築，改

築及び移転の場

合のみ

各階平面図 （１）方位及び縮尺

（２）寸法

（３）間取り及び開口部

新築，増築，改

築及び移転の場

合のみ



の位置

（４）用途

各立面図 （１）方位及び縮尺

（２）寸法

（３）開口部，軒等の位

置及び形状

（４）屋根，外壁その他

外観の仕上げ材料及び

色彩

（５）露出する建築設備

及び広告物

現況カラー写

真

（１）行為地，建築物等

の現況

（２）行為地付近の現況

（２方向以上）

委任状 代理人による申

請の場合

その他 参考となるべき事項を記

載した図書

開発行為，土地の

形質の変更

位置図 （１）方位，道路及び目

標となる地物

（２）行為地の場所

現況図 （１）方位及び縮尺

（２）付近の土地の利用

状況

（３）敷地の接する道路

の位置及び幅員

（４）行為の区域

計画図 （１）方位及び縮尺



別表第２（第１０条，第１４条関係）

（２）行為後ののり面又

は擁壁その他の構造物

の位置，種類及び規模

（３）事後の措置及び緑

化計画

縦横断図 行為の前後における土地

の縦断図及び横断図

現況カラー写

真

行為地及び行為地付近の

現況（２方向以上）

委任状 代理人による申

請の場合

その他 参考となるべき事項を記

載した図書

景観重要建造物 添付図書

種類 明示すべき事項 備考

設計仕様書

設計図

位置図 （１）方位，道路及び目

標となる地物

（２）行為地の場所

現況カラー写

真

（１）建築物の現況

（２）行為箇所の現況

（２方向以上）

意見書 所有者の意見書 当該景観重要

建造物の所有

者が，申請者

以外である場



様式（略）

合

委任状 代理人による

申請の場合

その他 参考となるべき事項を記

載した図書

景観重要樹木 図面 当該行為の施工方法が記

載されているもの

位置図 （１）方位，道路及び目

標となる地物

（２）行為地の場所

現況カラー写

真

（１）樹木の現況

（２）行為箇所の現況

（２方向以上）

意見書 所有者の意見書 当該景観重要

樹木の所有者

が，申請者以

外である場合

委任状 代理人による

申請の場合

その他 参考となるべき事項を記

載した図書


